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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技店舗に設置され遊技店内の現金を入出金処理する売上金入金処理装置と、前記遊技
店舗内に設置される一又は複数のフロア機器とが通信可能に接続された遊技店舗内現金管
理システムであって、
　前記フロア機器は、前記フロア機器への現金の補充／回収操作を行う者（以下「操作者
」という。）の操作者ＩＤ情報を読み取るＩＤ読取手段と、該読み取った前記操作者ＩＤ
情報に基づいて前記補充／回収操作の実行を許可する操作実行許可手段と、前記操作者Ｉ
Ｄ情報と前記フロア機器の識別情報とを含む情報を送信する送信手段とを備え、
　前記売上金入金処理装置は、前記操作者ＩＤ情報を読み取るＩＤ読取手段と、前記フロ
ア機器から送信される前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報とを含む前記情報
を受信する受信手段と、前記受信した前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報と
を関連付けて記憶する記憶手段と、操作／表示部とを備えるとともに、
　前記いずれかのフロア機器から回収した現金を前記売上金入金処理装置にて回収入金処
理する際に、前記売上金入金処理装置のＩＤ読取手段で読み取られた前記操作者ＩＤ情報
を手掛かりとして前記記憶手段に記憶されている前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の
識別情報とを含む前記情報が前記操作／表示部に表示され、前記現金の回収後に入金処理
を行うフロア機器が特定されると、該フロア機器から回収された現金の回収入金処理が行
われ、該回収入金処理が終わると前記フロア機器の前記情報が前記記憶手段から消去され
ることを特徴とする遊技店舗内現金管理システム。
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【請求項２】
　前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報とを含む前記情報は、前記フロア機器
が前記操作者によって操作された時刻である操作時刻を含み、
　前記売上金入金処理装置は、さらに警報発報手段を具備し、前記記憶手段に残っている
回収入金処理が未処理のフロア機器のうち、該フロア機器が操作された前記操作時刻から
所定の時間が経過したものがあれば警報を発することを特徴とする請求項１に記載の遊技
店舗内現金管理システム。
【請求項３】
　前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報とを含む前記情報は、前記フロア機器
が前記操作者によって操作された時刻である操作時刻を含み、
　前記売上金入金処理装置は、さらに警報発報手段を具備し、
　前記いずれかのフロア機器に対して現金を補充する操作を行う際に、前記売上金入金処
理装置のＩＤ読取手段で読み取られた操作者ＩＤ情報、前記操作／表示部から入力された
補充対象の前記フロア機器の識別情報及び補充金額、並びに前記操作／表示部への入力時
刻が前記記憶手段に関連付けられて記憶されるとともに、
　前記入力時刻から所定時間以内に、前記補充対象のフロア機器から、前記売上金入金処
理装置で読み取られた操作者ＩＤ情報と同一の操作者ＩＤ情報、前記フロア機器の識別情
報、及び前記フロア機器が操作された前記操作時刻が関連付けられて前記売上金入金処理
装置に送信されなかった場合には警報を発することを特徴とする請求項１に記載の遊技店
舗内現金管理システム。
【請求項４】
　前記操作者ＩＤ情報は前記操作者が携帯するＩＣカードに書き込まれており、前記ＩＤ
読取手段がＩＣカードリーダライタであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに
記載の遊技店舗内現金管理システム。
【請求項５】
　前記操作実行許可手段は、前記フロア機器の扉に設けられた解錠手段と、前記フロア機
器のＩＤ読取手段と、前記フロア機器に設けられた記憶手段とを具備し、
　前記読み取られた前記操作者のＩＤ情報が、前記記憶手段に予め登録されているいずれ
かの操作者ＩＤ情報と一致した場合に前記解錠手段によって扉の解錠を行うことを特徴と
する請求項１乃至４のいずれかに記載の遊技店舗内現金管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパチンコ店等の遊技店の店舗内に設置される売上金入金処理装置と両替機等の
フロア機器との間での現金の移動を管理するシステムに関するものであり、特に現金詐取
等の不正行為の抑止を図れるようにした遊技店舗内現金管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ホール営業中あるいは閉店後に、両替機やカード券売機等（以下、総称して「フ
ロア機器」という場合がある。）内に収納されている現金（紙幣）を入金処理するために
、ホール従業員が鍵を用いて当該フロア機器の扉を開け、中にある現金を回収し、ホール
事務所内にある売上金入金処理装置（以下、「ＤＳＰ」という。）にて計数し、入金処理
を行っていた。
　また、逆に、ホール営業中に両替機の両替用紙幣の不足や、券売機等の釣銭紙幣の不足
等が発生した場合、ホール従業員はホール事務所内にある金庫から補充用現金を取り出し
、鍵を用いて扉を開けて両替機等へ現金を補充し、ＤＳＰで出金処理（現金補充情報の入
力）を行っていた。
　その際、ＤＳＰは担当者情報（入金・出金処理者）、管理単位情報（回収元・補充先の
機器番号及び機器グループ等）、処理時刻情報（入金・出金時刻）をログとして保持する
。これにより、閉店後のホール売上金照合時に違算が発生した時には、ＤＳＰのログを基
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に該当担当者及び該当機器を精査し、原因追及にあたることになる。
　また、営業中にフロア機器に対する回収・補充を行う際は、事前にフロア機器内の現金
量を調べるために扉を聞け、機内現金の確認を行うということも行われている。しかし、
この場合は扉の開閉のみで、現金の出し入れはされない。
【０００３】
　しかしながら、フロア機器の側においては、回収を行った際の担当者情報、処理時刻情
報（扉の開閉時刻）が記録として保持されないため、フロア機器から回収された現金が本
当にＤＳＰにて入金処理されたかどうかをチェックすることが出来ず、回収現金の盗難・
紛失及び従業員の不正等に対する責任追及を行う上で支障をきたしていた。
　また、同様に、フロア機器へ現金を補充した情報が本当にＤＳＰに入力（出金処理）さ
れたかをチェックすることができないし、フロア機器へ現金を補充せずにそのまま持ち逃
げしたり、あるいは紛失したりする等のトラブルが発生した時の責任追及も困難であった
。これは、フロア機器の扉の開閉を物理的な鍵で行っているため、開閉の履歴が残らず、
また操作者の特定もできないからである。
　さらには、日中回収した現金の入金処理忘れや、機器選択間違いがあっても、間違いに
気付くタイミングが閉店後の売上金集計時の違算発覚まで遅れてしまうという時期的な問
題もあった。
【特許文献１】特開２００５－５６０５６号公報
【特許文献２】特開２００４－５４４５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑み為されたものであり、各フロア機器に対する
アクセス情報（操作者ID、機器識別情報、操作時刻等）を売上金入金処理装置に送り、売
上金入金処理装置側で管理することにより、現金詐取等の不正行為の抑止を図れるように
した遊技店舗内現金管理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は現金詐取等の不正行為の抑止を図れるようにした遊技店舗内現金管理システム
に関し、本発明の上記目的は、遊技店舗に設置され遊技店内の現金を入出金処理する売上
金入金処理装置と、前記遊技店舗内に設置される一又は複数のフロア機器とが通信可能に
接続された遊技店舗内現金管理システムであって、前記フロア機器は、前記フロア機器へ
の現金の補充／回収操作を行う者（以下「操作者」という。）の操作者ＩＤ情報を読み取
るＩＤ読取手段と、該読み取った前記操作者ＩＤ情報に基づいて前記補充／回収操作の実
行を許可する操作実行許可手段と、前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報とを
含む情報を送信する送信手段とを備え、
　前記売上金入金処理装置は、前記操作者ＩＤ情報を読み取るＩＤ読取手段と、前記フロ
ア機器から送信される前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報とを含む前記情報
を受信する受信手段と、前記受信した前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報と
を関連付けて記憶する記憶手段と、操作／表示部とを備えるとともに、前記いずれかのフ
ロア機器から回収した現金を前記売上金入金処理装置にて回収入金処理する際に、前記売
上金入金処理装置のＩＤ読取手段で読み取られた前記操作者ＩＤ情報を手掛かりとして前
記記憶手段に記憶されている前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報とを含む前
記情報が前記操作／表示部に表示され、前記現金の回収後に入金処理を行うフロア機器が
特定されると、該フロア機器から回収された現金の回収入金処理が行われ、該回収入金処
理が終わると前記フロア機器の前記情報が前記記憶手段から消去されるように構成するこ
とによって達成される。
【０００６】
　また、本発明の上記目的は、前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報とを含む
前記情報は、さらに、前記フロア機器が前記操作者によって操作された時刻である操作時
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刻を含み、前記売上金入金処理装置が、さらに警報発報手段を具備し、前記記憶手段に残
っている回収入金処理が未処理のフロア機器のうち、該フロア機器が操作された前記操作
時刻から所定の時間が経過したものがあれば警報を発するように構成することによって効
果的に達成される。
【０００７】
　さらに、本発明の上記目的は、前記操作者ＩＤ情報と前記フロア機器の識別情報とを含
む前記情報は、前記フロア機器が前記操作者によって操作された時刻である操作時刻を含
み、前記売上金入金処理装置は、さらに警報発報手段を具備し、前記いずれかのフロア機
器に対して現金を補充する操作を行う際に、前記売上金入金処理装置のＩＤ読取手段で読
み取られた操作者ＩＤ情報、前記操作／表示部から入力された補充対象の前記フロア機器
の識別情報及び補充金額、並びに前記操作／表示部への入力時刻が前記記憶手段に関連付
けられて記憶されるとともに、前記入力時刻から所定時間以内に、前記補充対象のフロア
機器から、前記売上金入金処理装置で読み取られた操作者ＩＤ情報と同一の操作者ＩＤ情
報、前記フロア機器の識別情報、及び前記フロア機器が操作された前記操作時刻が関連付
けられて前記売上金入金処理装置に送信されなかった場合には警報を発するように構成す
ることによって達成される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る遊技店舗内現金管理システムによれば、フロア機器の扉の開閉履歴（操作
者・時刻）とＤＳＰにおける入金／出金処理履歴が関連付けられて管理されるので、誰が
どのフロア機器の扉を開閉したかという追跡が容易になり、フロア機器の現金回収・補充
業務に関して違算が発生した場合に早期解決が見込めるという効果がある。
　また、営業時間内において入金処理等に不作為があればアラーム発報を行うため、閉店
後の売上金集計時までそれに気付かないということがなくなる。
　さらには、回収入金の場合、開扉操作をしたフロア機器からＤＳＰに機器の識別情報が
送信されているので、ＤＳＰにて入金処理を行う際の機器選択ミスがなくなる。
　またさらに、フロア機器への現金補充の場合、事前にＤＳＰに入力されている機器とは
違った機器に補充してしまうと、その機器から送信される機器識別情報とＤＳＰに入力さ
れている機器識別情報とが食い違うためアラームが発生し、迅速な対応が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明に係る遊技店舗内現金管理システムの基本的な構成を示すブロック図で
ある。複数のフロア機器（両替機、プリペイドカードの発券を行うカード発行機、パチス
ロ用のメダルを貸し出すメダル貸機、又は使い残しのプリペイドカードの残額を現金で戻
すカード精算機等、遊技店のフロアに設置される現金取扱機器を意味する。）１０と、遊
技店の売上金の入金処理を行う売上金入金処理装置２０（通常は、遊技店の事務所内に設
置されている。以下、ＤＳＰという。）とが店舗内ネットワーク３０を介して通信可能に
接続されており、後述のように、従業員等が所持し、該従業員等の識別情報（操作者ＩＤ
情報）が記録されているＩＣカード４０によってフロア機器１０の扉の解錠が為されるよ
うに構成されている。また、ＤＳＰ２０には図示しないカードリーダ（ＩＤ読取手段）が
設けられており、前記ＩＣカード４０から読み取った操作者ＩＤ情報によって操作者を特
定できるようになっている。なお、このＤＳＰ２０としては、本出願人によって既に提案
されているものを利用することができる（特許文献１参照）。
【００１０】
　図２は、従業員等がフロア機器にアクセスした場合の、フロア機器の動作を説明するた
めの、フロア機器の構成図である。フロア機器１０は、操作者である従業員等の携帯する
ＩＣカード４０に記録されている操作者ＩＤ情報（以下、「ＩＤ」と略す。）を読み取る
ＩＤ読取手段１１と、全従業員(若しくは操作を許可された従業員のみ)のＩＤが登録され
ている記憶手段１２と、扉の解施錠を行う扉解施錠手段１３とを具備し、前記読み取られ
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た操作者のＩＤが、記憶手段１２に予め登録されているいずれかのＩＤと一致した場合に
解施錠手段１３によって扉の解錠を行う制御部１４がさらに備えられている。
　また、制御部１４には、時刻を計時する計時手段１５及び送信手段１６が接続されてお
り、前記操作者のＩＤ、操作時刻及び当該フロア機器の機器コード（識別情報）が関連付
けられて送信手段１６を介してＤＳＰ２０へ送信され、ＤＳＰ２０内の図示しない記憶手
段に記憶される。
【００１１】
　次に、上記システムにおいて、従業員Ａ（氏名：甲野太郎、ＩＤ＝1234567890）が両替
機No.3から現金を回収した場合の処理について説明する。前提として、従業員Ａが両替機
No.3から現金を回収した時刻を１５時１３分とする。すなわち、この時刻に従業員Ａは自
分の携帯するＩＣカードで両替機No.3の扉を開けて現金を抜き取ったものであるが、この
時刻、従業員ＡのＩＤ、及び両替機No.3の識別情報は送信手段１６によってＤＳＰ２０に
送信され、（図示しない）内部の記憶手段に格納されている。
　従業員Ａが１６時頃にＤＳＰ２０にて、回収した現金の入金処理を行う場合の手順につ
いて、図面を参照しつつ説明する。
　まず、従業員ＡはＤＳＰ２０の(図示しない)操作／表示部において、処理する項目を選
択し実行する（図３）。この場合は、「回収入金」ボタンを押し、実行ボタンを押す。次
に、図４のＩＤ入力画面が表示されるので、自分の所持するＩＣカードを(図示しない)カ
ードリーダに通してＩＤを入力する。読み込まれたＩＤが正しければ確認ボタンを押す。
なお、図３と図４の順序は逆でもよい。すなわち、ＩＤを読み込ませてから、処理項目を
選択させるようにしてもよい。
　次に、従業員Ａに関する未処理分の一覧が表示される（図５）ので、入金処理しようと
する機器の処理を選択する。図５の白黒反転しているのがそれである。確認ボタンを押す
ことにより入金処理モードに移行して通常の入金処理が行われる。この入金処理について
は上記特許文献２に記載のものと同様であるので、説明は省略する。なお、図５において
、従業員Ａは１５時３０分に「カード発行機No.1」から現金を回収したことが記録されて
いるが、従業員Ａは、このとき、この分についての入金処理は行わなかったものとする。
【００１２】
　次に、営業中に釣銭や両替金が不足した場合の補充出金処理について説明する。従業員
Ｂ（氏名：乙田次郎、ＩＤ＝1254213571）が両替機No.2に両替金の補充をする場合は、ま
ず、（遊技店の金庫等に保管されている）補充する現金を店の責任者から受け取り、ＤＳ
Ｐ２０にて補充出金処理を行う。具体的には、図３の画面において「補充出金」を選択し
、図４の画面でＩＤを入力する。入力方法は従業員Ａの場合と同様であるので、説明を省
略する。次に、図６の機器選択画面が表示されるので、現金を補充しようとするフロア機
器を選択する。図６では「両替機No.2」が選択されていることを示している。実行ボタン
を押すと、金額（金種別枚数）入力画面（図７）が表示されるので、テンキー等により枚
数を入力する。この例では両替機なので、千円札のみとなっている。実行ボタンを押すと
、ＩＤ、入力時刻（例えば、１６時１２分）、両替機No.2の識別情報及び金額が関連付け
られて記憶手段に記憶される。そこで、従業員Ｂは両替機No.2に向かい、ＩＣカードを用
いて扉を開けて現金を補充する。このとき、両替機No.2からＤＳＰ２０に対して、従業員
ＢのＩＤ、開扉時刻（例えば、１６時２５分）、及び両替機No.2の識別情報が関連付けら
れてＤＳＰ２０に送信され、ＤＳＰ２０では、受信した従業員ＢのＩＤ及び両替機No.2の
識別情報を手掛かりとして、入力済みの補充出金処理情報があるか否かを検索し、（この
例では既に入力済みであるので）処理を確定して終了する。なお、補充する際にＤＳＰ２
０に補充出金情報を入力せずに直接補充対象機器に向かい、扉を開けて現金を補充した場
合は、担当者のＩＤ、開扉時刻及び当該フロア機器の機器コード（識別情報）が関連付け
られて送信手段１６を介してＤＳＰ２０へ送信され、ＤＳＰ２０内の記憶手段に記憶され
るだけである。従って、ＤＳＰ２０側においては、補充出金なのか回収入金なのかの区別
ができず、未確定分として残されることになる。
【００１３】
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　最後に、フロア機器から現金を回収した後の所定時間（例えば１時間）以内にＤＳＰ２
０において回収入金処理を行わなかった場合や、ＤＳＰ２０において補充出金処理を行っ
た後の所定時間（例えば１時間）以内に補充対象機器に現金の補充を行わなかった場合に
ついての動作について説明する。
　かかる場合、図３の画面において、警告表示が点灯あるいは点滅するように構成されて
いるので、表示ボタンを押すことにより表示させる。なお、この操作は主任クラス以上の
管理者のみに許可するのが好ましい。管理者が表示ボタンを押すと、図４のＩＤ入力要求
画面が表示されるので、ＩＣカードからＩＤを読み込ませる。このとき、ＤＳＰ２０の内
部では入力されたＩＤから、この者が主任クラス以上かどうかを判定し、ＯＫであれば図
８の「処理状況一覧」画面を表示させる。ここに、従業員Ａ（甲野太郎）が１５時３０分
に「カード発行機No.1」の扉を開けた履歴が残されており、開扉時から1時間以上経過し
ているため、警告ランプが点灯するように構成されている。この時点では、これが回収な
のか、（出金入力をせずに行った）補充なのか、さらには単に確認のために扉を開けただ
けなのかはＤＳＰ２０では判断できないので、処理区分は「未確定」となっており、処理
時刻は当然ながら空白のままになっている。そこで、管理者は従業員Ａを呼んで内容を確
認し、必要な処置を行う。
　なお、確認のためにだけ扉を開ける権限を管理者にのみ許可するようにすれば、このよ
うな警告の発生頻度は減少するので、そのように運用するのが好ましい。
【００１４】
　ＩＣカードは接触式、又は非接触式のいずれでもよいが、非接触式が使い勝手がよい。
また、ＩＣカードに記録されたＩＤによって操作者を識別する代わりに、バイオメトリク
ス（顔・指紋、静脈などによる生体認証）によって識別するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る遊技店舗内現金管理システムの基本的な構成を示すブロック図であ
る。
【図２】フロア機器の動作を説明するための、フロア機器の構成例を示す図である。
【図３】処理項目選択画面の一例を示す図である。
【図４】ＩＤ入力要求画面の一例を示す図である。
【図５】従業員ごとの未処理分の一覧を表示する画面の一例である。
【図６】フロア機器選択画面の一例を示す図である。
【図７】金額入力画面の一例を示す図である。
【図８】処理状況一覧を示す画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００１６】
１０　フロア機器
１１　ＩＤ読取手段
１２　記憶手段
１３　扉解施錠手段
１４　制御部
１５　計時手段
１６　送信手段
２０　売上金入金処理装置
４０　ＩＣカード
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